
第 １ 号議 案

令 和 ２ 年 ４ 月 2 0日 
任 用 給 与 課 

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部改正について 

東京都教育委員会より申請のあった標記の件について、適当と認め、申請（別

添）のとおり承認する。 
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都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

時間講師の第二種報酬の支給方法等の見直しに伴い、所要の改正を行う。 

項 目 
該 当 条 文 内 容 

報 酬 

第22条第１項第２号 

第３項（新設） 

第４項（新設） 

【第二種報酬の額に関する規定整備】 

○ 給与条例の例により算出した額 → 第３項の規定により算定した額

○ 一日当たりの額の算定方法について規定

教育委員会が別に定める月の勤務日数における通勤に要する最も低廉と

なる運賃等を月の勤務日数で除した額 

○ 一日当たりの限度額について 2,600円と規定

報酬の支給方法 

第23条第１項 

第２項 

【第二種報酬の支給方法の変更】 

支給方法を第一種報酬と同様の１月ごとの支給に変更 

○ 「第一種報酬」→「報酬」

○ 第２項（第二種報酬の支給方法）を削除

【項ずれによる文言整備】 

「前二項」→「前項」 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和２年５月１日予定） 

ただし、令和２年４月１日に遡及して適用 
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1概
；

防空信書

東京 都人事委 員会 殿

2教人勤第9号

令和2年4月1 5日

塁桝書
簡間最東京都教育委員

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部改正について（申請）

このことについてよ下記のとおり規則を改正する必要があるため、 都立学校等に勤務する講師

の報酬等に関する条例（昭和 49 年東京都条例第 30 号）第 6 条第2項の規定に基づき承認、方申請

します。

記

1 改正寸る規則

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和 49 年東京都教育委員会規則第 24 号）

2 改正の理由

時間講師の第二種報酬の算定方法及び支給方法の見直しに伴い、 所要の改正を行う必要があ

るため。

3 改正案文

別添のとおり
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

月

日

東

京

都

教

育

委

員

会

別添
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

号

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

二

条

第

一

項

第

二

号

中

「

時

間

講

師

の

通

勤

の

実

情

等

を

勘

案

し

て

、

同

条

の

例

に

よ

り

算

出

し

た

額

」

を

「

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

し

た

額

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

３

時

間

講

師

に

対

す

る

一

日

当

た

り

の

第

二

種

報

酬

の

額

は

、

教

育

委

員

会

が

別

に

定

め

る

月

の

勤

務

日

数

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

勤

務

日

数

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

通

勤

に

要

す

る

最

も

低

廉

と

な

る

運

賃

等

（

運

賃

、

時

間

、

距

離

等

の

事

情

に

照

ら

し

最

も

経

済

的

か

つ

合

理

的

と

認

め

ら

れ

る

通

常

の

通

勤

の

経

路

及

び

方

法

に

よ

る

運

賃

等

の

額

で

あ

つ

て

、

定

期

券

又

は

回

数

乗

車

券

そ

の

他

の

定

期

券

以

外

の

も

の

の

う

ち

、

最

も

低

廉

と

な

る

額

の

総

額

を

い

う

。

）

を

勤

務

日

数

で

除

し

て

算

定

し

た

額

と

す

る

。

４

前

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

す

る

時

間

講

師

に

対

す

る

一

日

当

た

り

の

第

二

種

報

酬

の

限

度

額

は

、

教

育

委

員

会

が

別

に

定

め

る

場

合

を

除

き

、

二

千

六

百

円

と

す

る

。

第

二

十

三

条

第

一

項

中

「

第

一

種

報

酬

」

を

「

報

酬

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

す

る

。
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附

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
）

（
報
酬
） 

（
報
酬
） 

第
二
十
二
条

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一

（
現
行
の
と
お
り
）

一

（
略
） 

二

第
二
種
報
酬 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都 

条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
に
相
当
す
る
額
で
あ
つ
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額 

二

第
二
種
報
酬 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都 

 

条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
に
相
当
す
る
額
で
あ
つ
て
、
時
間
講
師
の
通
勤
の
実
情
等
を
勘
案
し
て
、

同
条
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額 

２

（
現
行
の
と
お
り
） 

２

（
略
）

３

時
間
講
師
に
対
す
る
一
日
当
た
り
の
第
二
種
報
酬
の
額
は
、
教
育
委
員
会
が
別 

に
定
め
る
月
の
勤
務
日
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
通
勤
に
要
す
る
最
も
低
廉
と
な
る
運
賃
等
（
運
賃
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情

に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
運
賃
等
の
額
で
あ
つ
て
、
定
期
券
又
は
回
数
乗
車
券
そ
の
他
の
定
期
券

以
外
の
も
の
の
う
ち
、
最
も
低
廉
と
な
る
額
の
総
額
を
い
う
。
）
を
勤
務
日
数
で
除

し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
新
設
） 

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
時
間
講
師
に
対
す
る
一
日
当
た
り
の
第
二
種
報

酬
の
限
度
額
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
二
千
六
百
円
と
す

る
。

（
新
設
） 

第
二
十
二
条
の
二

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
二
条
の
二

（
略
）

参考
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（
報
酬
の
支
給
方
法
）

（
報
酬
の
支
給
方
法
）

第
二
十
三
条

報
酬
は
、
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
分
を
翌
月
の
五
日

に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
五
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、

五
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
で
な
い
日
（
そ
の
日
が
二
あ
る
と

き
は
、
五
日
の
前
の
日
）
と
す
る
。

（
削
除
） 

２

教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
支
給
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条

第
一
種
報
酬
は
、
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
分
を
翌
月

の
五
日
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
五
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
に
当
た
る
と

き
は
、
五
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
で
な
い
日
（
そ
の
日
が
二
あ

る
と
き
は
、
五
日
の
前
の
日
）
と
す
る
。

２

第
二
種
報
酬
の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

３

教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
支
給
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
三
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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